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第１ はじめに 

１．計画策定にあたって 

本市では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」（以下「障害者雇用促進法」という。）

に基づき、障がいのある方を対象とした採用選考を平成 10年度（1998年度）から実施

するとともに、継続して職場環境の整備を行うなど、障がいのある方の雇用に取り組ん

できました。 

令和元年（2019年）6月には障がいのある方の雇用を一層促進することを目的として

障害者雇用促進法の改正が行われ、国及び地方公共団体が率先して障がいのある方を

雇用する責務が明示されるとともに、厚生労働大臣が作成する指針（障害者活躍推進計

画作成指針）に即して、地方公共団体の任命権者が「障害者である職員の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組に関する計画」を作成することとされました。  

障がいのある職員に対する合理的配慮などにより職場環境の整備に取り組むことは、

本市で働く全ての職員にとっても働きやすい職場づくりに繋がるものであり、また、障

がいのある職員の活躍は、多様な視点による課題解決など、行政サービスの向上の観点

からも重要です。 

本市においても、これまでの取組状況を踏まえ現状や課題を整理し、法定雇用率の継

続的な達成を目指すとともに、障がいのある職員それぞれの障がい特性を踏まえつつ、

職員が互いに協力し、誰もが働きやすい職場づくりを進めるため、障がい者活躍推進計

画を策定します。 

 

２．策定主体・計画期間 

この計画の策定の主体は熊本市長とし、期間は令和 5年（2023年）3月 31日まで

の 3年間とします。 

 

３．周知・公表 

  策定を行った計画は、庁内ポータルサイトへの掲載等により、全ての職員に対して

周知するとともに、本市のホームページに掲載するなど、市民に対しても適切な方法

で公表します。 

  また、数値目標の達成状況等についても、適時に周知・公表します。 
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第２ 障がい者雇用に関する課題と目標 

１．現状と課題 

本市の障害者雇用率は、直近の 5年間において法定雇用率を上回っており、採用状

況は概ね順調に推移していますが、今後、法定雇用率は令和 3年（2021年）4月より

前に 0.1％ の引き上げが行われるほか、令和 5年（2023年）4月１日までに見直しが

予定されていることから、引き続き障害者雇用を推進する必要があります。 

加えて、令和 2年 4月に実施した「障がいのある職員を対象とした職場等の満足度

に関するアンケート調査」では、1割から 2割の職員が「不満」「やや不満」と回答し

ました。障がいのある職員の活躍を進めるためには、職員一人ひとりの特性や能力を

活かすことができる職務の選定や環境の整備等に取り組む必要があります。 

 

 

【本市障害者雇用率の推移】 

 H27.6.1 H28.6.1 H29.6.1 H30.6.1 R1.6.1 

市長事務部局 2.33％ 2.56％ 2.40％ 2.66％ 2.58％ 

法定雇用率 2.30％ 2.30％ 2.30％ 2.50％ 2.50％ 

 

 

【アンケート調査結果】 
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 ２．目標 

（１）採用に関する目標 

・各年 6月１日現在の実雇用率を法定雇用率以上とします。 

令和元年（2019年）6月１日時点で障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率は

2.58％と法定雇用率を上回っており、今後も各年度に実施される障害者任免状況

通報により法定雇用率の達成状況を把握し、進捗管理を行います。 

（２）定着に関する目標 

   ・障がいのある職員の定着について、計画期間中の各年度内に採用した職員の当該

年度末時点での職場定着率 100％を目標とします。 

 

第３ 活躍を推進する取組内容 

１．活躍を推進する体制整備 

（１）組織面 

・障害者雇用推進者※1に人事課長を選任します（令和元年（2019年）9月 6日に選

任済み）。また、障害者職業生活相談員※2を選任し（令和元年（2019年）9月 6

日に選任済み）、障がいのある職員の職業生活全般についての相談受付、指導を

行います。 

・役割分担及び各種相談先については、人事異動等に変更が生じるため、定期的に

更新を行います。 

 

※1障害者雇用推進者…障がいのある方の雇用の促進及びその雇用の継続を図る

ために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業

務、障害者活躍推進計画の作成及び障がいのある職員の職業生活における活躍の

推進に関する取組の円滑な実施を図るための業務等を担当する者。（障害者雇用

促進法第 78条第 1項関係） 

 

※2障害者職業生活相談員…5人以上の障がいのある職員が働いている事業所に

おいて、障害者雇用促進法により、厚生労働省が定める資格を有する職員のうち

から選任し、職業生活全般における相談・指導を行う者。（障害者雇用促進法第

79条第 1項関係） 
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（２）人材面 

・障害者職業生活相談員に選任された者（選任予定の者を含む。）全員について、

熊本労働局が開催する障害者職業生活相談員資格認定講習を受講させます。 

・全職員に対し、熊本労働局が開催する「精神・発達障害者しごとサポーター養成

講座」※3の受講案内を行い、参加を募ります。 

 

※3「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」…精神・発達障がいのある

職員とともに働く上司や同僚が、精神・発達障害についての正しい知識と理解を

持つことで、希望や能力、適性に応じて活躍できることが普通の社会、障がいの

ある方と共に働くことが当たり前の社会を目指していくことを目的として厚生労

働省が全国各地で開催している養成講座。 

 

２．活躍の基本となる職務の整備 

（１）業務とのマッチング 

・新たに採用する職員の特性や希望を把握するため、採用前の段階で面談を行い、

業務との適切なマッチングを図ります。 

・採用後は職員アンケートや自己申告制度を通じて職員の特性や希望を把握し、業

務との適切なマッチングを図ります。 

・所属長は障がいのある職員の特性や希望を把握するため定期的に面談を行い、業

務分担や所属内での配置など、必要に応じて検討します。 

（２）職務の選定と創出 

・職員の能力や希望を踏まえ、組織内アンケート等を活用し、障がいのある職員の

能力が発揮できる職務の選定及び創出について検討を行います。 

 

３．活躍を推進するための環境整備・人事管理 

（１）職場環境 

・障がいのある職員からの要望を踏まえ、執務室のレイアウト変更、就労支援機器

の購入等、過重な負担にならない範囲で適切に対応を行います。 

・職員一人ひとりが、障がいのある職員や障がい特性に関する正しい知識を修得

し、障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、必要な研修及び啓発を行

います。 
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（２）募集・採用 

・採用選考にあたり、障がいのある受験者からの要望を踏まえ、面接における手話

通訳者の配置や就労支援機関の職員等の同席を認めるなど障がい特性への配慮を

行います。 

・募集・採用に当たっては、以下の取り扱いを行いません。 

○特定の障がいを排除し、又は特定の障がいに限定すること。 

○「自力で通勤できる」、「介助者なしで業務遂行が可能」、「就労支援機関に所

属・登録しており、雇用期間中支援が受けられる」といった条件を設定するこ

と。 

○特定の就労支援機関からのみの受け入れを実施すること。 

（３）働き方 

・障がいのある職員の個々の状況や業務内容等に応じて在宅勤務や勤務時間の繰り

上げ繰り下げを活用するなど、多様で柔軟な働きやすい勤務環境を整備します。 

・年次有給休暇等の各種休暇の取得を促進し生活と仕事の調和を図ります。 

・長時間労働の縮減を図ります。 

（４）キャリア形成 

・本人の希望等も踏まえつつ、庁内で実施している各種研修等の教育訓練への参加

を促します。 

 

４．その他 

   国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づき、

「熊本市における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を

毎年度策定しており、障害者就労施設等からの物品および役務の調達の一層の推進を

図るため、施設等への発注等を通じて、障がいのある方の活躍の場の拡大を推進しま

す。 


